
　埼玉司法書士会では、県内４市町（白岡市、深谷市、八潮市および日高市）にて無料の出張法律

相談会を開催します。

会場・日時
　　白岡町保健福祉総合センター（はぴすしらおか）相談室
　　１２月１１日（木）・２５日（木）、平成２７年１月８日（木）・２２日（木）、
　　２月１２日（木）２６日（木）、３月１２日（木）・２６日（木）
　　全日程 午後１時３０分から４時４０分

　　キララ上柴（アリオ深谷３階）
　　１２月１５日（月）、平成２７年１月１５日（木）
　　全日程 午後１時３０分から４時３０分
　　※平成２７年２月、３月も開催予定ですが、詳細等は予約時にご確認ください。

　　八潮市民文化会館駅前分館
　　１２月１４日（日） 午後１時３０分から４時３０分
　　※平成２７年１月、２月、３月も開催予定ですが、詳細等は予約時にご確認ください。

　　日高市文化体育館「ひだかアリーナ」会議室１
　　１２月１６日（火）、平成２７年１月１４日（水）、２月７日（土）、３月１１日（水）
　　全日程 午後１時３０分から４時３０分

相談方法　面接相談（１組１時間） ※要予約
予約方法　総合相談センターで電話予約 　０４８－８３８－７４７２
相談内容　相続、遺言、登記、債務整理、成年後見、不動産の名義変更など
相 談 料　無料
主　　催　埼玉司法書士会
問 合 せ　埼玉司法書士会事務局 　０４８－８６３－７８６１ 

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」について
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。そ

の年の１月１日から１２月３１日までに納付した保険料が対象です。この「社会保険料控除」をうける

ためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。「社会保険料（国民年金保険

料）控除証明書」が日本年金機構から送付されましたら年末調整や確定申告の際にご利用ください。

（ご家族の国民年金保険料を納付された場合も、ご本人の社会保険料控除に加えることができますので、

ご家族あてに送られた控除証明書を添付のうえ申告してください。）

 

１１月に送付された方……平成２６年1月1日から９月３０日までの間、国民年金保険料を納付された方

２月に送付される方………平成２６年１０月１日から１２月３１日までの間に、今年初めて国民年金保

　　　　　　　　　　　　険料を納付された方

  「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」についてのご照会は、控除証明書のはがきに表示され

ている番号にお問い合わせください。

　　　　　　　　　　　問合せ

　　　　　　　　　　　控除証明書専用ダイヤル（平成27年3月16日（月）まで）

　　　　　　　　　　　　 ０５７０－０５８－５５５（IP電話等の方は、　０３－６７００－１１４４）

　　　　　　　　　　　＊休日、１２月２７日（土）～１月４日（日）は、ご利用できません。 

総合相談センター出張法律相談会を開催します


